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1.MOVFAXサービス利用規約の新旧対照表

下線部が今回の修正・変更・追加対象となります。

対象条文 改定前 改定後

4.当社は、本サービスを利用して契約者が通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者
のファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報のすべてにつき、契約者により登録された電子メール
アドレスおよび契約者に指定された通信の相手先のファクシミリ番号宛てに送信するものとします。当社は当
該送受信行為に起因して契約者および通信の相手先に生じた結果について、いかなる責任も負わないものと
します。

4.当社は、本サービスを利用して契約者が通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者
のファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報のすべてにつき、当該送受信行為に起因して契約者
および通信の相手先に生じた結果について、いかなる責任も負わないものとします。

6.契約者は、本サービスを利用して通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者のファ
クシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報につき、第22条1項各号に規定する事由が認められないか、
当社において事前又は事後に必要最小限度の確認をする場合があることを承諾するものとします。ただし、当
社は、契約者が本サービスを利用して通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者の
ファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報につき監視する義務を負うものではありません。
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以下、余白

第10条（責任・保証）


